
様式第１号(第３条、第４条関係)

罹 災 証 明 書 交 付 申 請 書

（申請日） 令和５ 年 １１月 ８日

宮崎市長 殿

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用して

いる建物のこと。

申 請 者

（罹災者）

住所 〒880－8505
宮崎市橘通西一丁目１番１号 電話番号 0985-25-2111

(現在の連絡先)〒880-8501
宮崎市橘通東 2丁目 10 番 1号 電話番号 0985-26-7111

氏名 宮崎 タロウ

世帯構成員

氏名 続柄 生年月日 備考

宮崎 タロウ 本人 昭和４５年８月８日

宮崎 ハナコ 妻 昭和４６年９月９日

宮崎 ジロウ 子 平成２０年７月７日

代理人

住所 〒880-0911

宮崎市大字田吉 5730-3 電話番号 0985-51-4274

(現在の連絡先)
電話番号

氏名 株式会社 赤江センター 代表取締役社長 赤江 一郎

申請者との関係
□同一世帯者（続柄 ）※要委任状

☑そ の 他（ 修理業者 ）※要委任状

罹災原因 令和５ 年 ８ 月 ８ 日の 台風第６号 による

罹災住家※の所在地 宮崎市橘通西一丁目１番１号

自己判定方式によ

る申請

（希望する場合）

○自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代える
ため、現地調査は行いません。
○自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至ら
ない（一部損壊）」に該当する場合のみとなります。

☑上記の事項に同意の上、自己判定方式を希望します。

記 載 例


